
対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、東京都個人情報の保護に関する条例
（以下「条例」という。）第16条第6号により非開示。

【詳細】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

平成○年○月○日
○時○分

別紙１
【開示しない部分及びその理由】
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

78
平成○年○月○日
○時○分

79
平成○年○月○日
○時○分

77
平成○年○月○日
○時○分

82
平成○年○月○日
○時○分

83
平成○年○月○日
○時○分

80
平成○年○月○日
○時○分

81
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

155
平成○年○月○日
○時○分

156
平成○年○月○日
○時○分

157
平成○年○月○日
○時○分

161
平成○年○月○日
○時○分

158
平成○年○月○日
○時○分

159
平成○年○月○日
○時○分

160
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

162
平成○年○月○日
○時○分

163
平成○年○月○日
○時○分

167
平成○年○月○日
○時○分

168
平成○年○月○日
○時○分

164
平成○年○月○日
○時○分

165
平成○年○月○日
○時○分

166
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

169
平成○年○月○日
○時○分

173
平成○年○月○日
○時○分

174
平成○年○月○日
○時○分

175
平成○年○月○日
○時○分

170
平成○年○月○日
○時○分

171
平成○年○月○日
○時○分

172
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

179
平成○年○月○日
○時○分

180
平成○年○月○日
○時○分

181
平成○年○月○日
○時○分

176
平成○年○月○日
○時○分

177
平成○年○月○日
○時○分

178
平成○年○月○日
○時○分

182
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

185
平成○年○月○日
○時○分

186
平成○年○月○日
○時○分

187
平成○年○月○日
○時○分

183
平成○年○月○日
○時○分

184
平成○年○月○日
○時○分

188
平成○年○月○日
○時○分

189
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

191
平成○年○月○日
○時○分

192
平成○年○月○日
○時○分

193
平成○年○月○日
○時○分

190
平成○年○月○日
○時○分

194
平成○年○月○日
○時○分

195
平成○年○月○日
○時○分

196
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

197
平成○年○月○日
○時○分

198
平成○年○月○日
○時○分

199
平成○年○月○日
○時○分

203
平成○年○月○日
○時○分

200
平成○年○月○日
○時○分

201
平成○年○月○日
○時○分

202
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

268
平成○年○月○日
○時○分

269
平成○年○月○日
○時○分

270
平成○年○月○日
○時○分

267
平成○年○月○日
○時○分

271
平成○年○月○日
○時○分

272
平成○年○月○日
○時○分

273
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

274
平成○年○月○日
○時○分

275
平成○年○月○日
○時○分

276
平成○年○月○日
○時○分

280
平成○年○月○日
○時○分

277
平成○年○月○日
○時○分

278
平成○年○月○日
○時○分

279
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

281
平成○年○月○日
○時○分

285
平成○年○月○日
○時○分

286
平成○年○月○日
○時○分

287
平成○年○月○日
○時○分

282
平成○年○月○日
○時○分

283
平成○年○月○日
○時○分

284
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

291
平成○年○月○日
○時○分

293
平成○年○月○日
○時○分

288
平成○年○月○日
○時○分

289
平成○年○月○日
○時○分

290
平成○年○月○日
○時○分

292
平成○年○月○日
○時○分

294
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

297
平成○年○月○日
○時○分

298
平成○年○月○日
○時○分

299
平成○年○月○日
○時○分

295
平成○年○月○日
○時○分

296
平成○年○月○日
○時○分

300
平成○年○月○日
○時○分

301
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

303
平成○年○月○日
○時○分

304
平成○年○月○日
○時○分

305
平成○年○月○日
○時○分

302
平成○年○月○日
○時○分

306
平成○年○月○日
○時○分

307
平成○年○月○日
○時○分

308
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

309
平成○年○月○日
○時○分

310
平成○年○月○日
○時○分

311
平成○年○月○日
○時○分

315
平成○年○月○日
○時○分

平成○年○月○日
○時○分

313
平成○年○月○日
○時○分

314
平成○年○月○日
○時○分
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。
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対象箇所 非開示部分 非開示理由

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

339
平成○年○月○日
○時○分

340
平成○年○月○日
○時○分

342
平成○年○月○日
○時○分

337
平成○年○月○日
○時○分

338
平成○年○月○日
○時○分

341
平成○年○月○日
○時○分

343
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の一部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【相談主訴】の全て
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【詳細】の一部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

350
平成○年○月○日
○時○分

346
平成○年○月○日
○時○分

347
平成○年○月○日
○時○分

349
平成○年○月○日
○時○分

344
平成○年○月○日
○時○分

345
平成○年○月○日
○時○分

348
平成○年○月○日
○時○分



対象箇所 非開示部分 非開示理由

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部
【詳細】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

【面接調査人数】の一部
【相談主訴】の全て

・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。

【要旨】の全部

・開示請求者以外の個人に関する情報であるため、条例第16条第2号により非開示
・開示することにより相談・援助の方針又は評価・判断が明らかになり、関係者との信頼関係が損な
われ、当該業務の遂行に支障が生じるおそれがあるため、条例第16条第6号により非開示。
・法定代理人による請求であり、開示することで、未成年者等の利益に反するため、条例第16条第8
号により非開示。

352
平成○年○月○日
○時○分

351
平成○年○月○日
○時○分
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